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安全・安心・生きがい部会の検討状況 

審議テーマ：「地域防犯活動の推進」について 

１ 部会検討の経過（松世部会長） 

地域防犯活動の一つとして、わんわんパトロールを取り上げ、その実態の把握とともに、

幸区内での具体的取り組みに向けて検討してきた。 

第1回（4月16日）…「川崎わんわんパトロール」の活動事例報告、意見交換 

第2回（5月14日）…幸区内で取り組みを進める際の課題やコンセプトについて検討 

２ わんわんパトロールの活動事例について（三浦副部会長） 

「川崎わんわんパトロール」代表 三澤史朗さんの活動報告及び意見交換 

（１）活動の立ち上げ 

 ・同じ公園に集まる犬仲間で平成17年12月に発足。 

 ・36世帯40匹でスタート。現在は12町会、80名以上に。 

（２）活動内容 

 ・パトロール隊の標識をつけ、散歩中、地域に気を配る。異常を見つけた際は地域の警

察署に通報。それ以上の活動は行わない。 

 ・標識は、市獣医師会から5万円の協賛を受けて、リードに取り付ける形のものを作成。

 ・隊員名簿を地元警察署に提出→互いの信頼関係づくり、通報に対する迅速な対応 

 ・気楽に行い、成果を求めない。 

 ・住民が地域に目を向けていることを示すことで、犯罪抑止につながる。 

３ 検討事項・今後の検討の方向性（荒井委員） 

幸区での具体的取り組みに向けて 

（１）課題 

 ・取り組みの周知、参加の呼びかけ…気軽にできる活動であることをアピールしたい。

 ・活動のコンセプト（活動指針）づくり。標識の内容や予算化など。 

 ・幸警察への協力依頼、調整等 

（２）幸区における活動コンセプト（案） 

 ・住民同士の防犯意識の向上、互いの見守りを目的とした活動として行う。 

 ・愛犬散歩時の見守り活動として、個人レベルから行う。 

 ・散歩ルートの変更や不審者へ声かけなど、通報以上の活動は行わない。 

 ・自己責任で活動し、愛犬家としてのマナーを心掛ける。 

 ・参加資格：区内在住、登録・予防接種済みの犬と飼い主。犬種は不問。所定申し込み

用紙を記入提出→隊員証を配布、活動の開始 

（３）今後の検討の方向性 

 ・担い手の確保方法や、愛犬家以外の地域住民も参加できる取り組みの検討など 

 ・あいさつや声かけなど地域の人間関係づくり、青少年の犯罪防止につながる活動の検

討 
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